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令和７年度における検討事項

・「居所変更実態調査」
の調査・分析・セミ
ナーの開催（業務委
託）

－県内市町で一斉に調
査を実施

－分析及び結果につい
てセミナーの開催

介護保険事業計画作成の手引き 2



居所変更実態調査 集計結果＜全国集計版＞ 3



調査でわかる主なこと（例）

集計項目 主にわかること

施設等の看取り状況 地域の看取り機能のおおよその傾向の把握

「転々生活」の状況（居所変更した人） 居所変更した方の行先と人数の把握

入所・入居者の要支援・要介護度 現在の各施設等の要介護度分布の把握

居所変更した人の要支援・要介護度
各施設等における『生活継続の限界点』を
表す一つの目安

受け入れ可能な医療処置の種類
医療処置が必要な入所・入居者数の割合

各施設等の医療ニーズへの対応状況の把握

市町外施設等への居所変更状況 各市町外資源への依存状況の把握
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実施要領（案）

■実施方法

エクセル形式の調査票を配付・メール等にて回収

■調査対象

広島県内の施設・居住系サービス

－（地域密着型）特別養護老人ホーム、

介護老人保健施設、介護医療院、

（地域密着型）特定施設入居者生活介護、

認知症共同型生活介護、

サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、

軽費老人ホーム
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実施要領（案）

■スケジュール（イメージ）

実施時期 実施内容

Ｒ７．８月上旬 ・本調査参加の意向確認

８月下旬 ・調査開始（対象事業所へ調査票等の配付）

９月下旬 ・調査終了

１０月上旬～下旬
・エラーチェック
・データ入力・集計・分析

１１月上旬～１２月上旬 ・報告書作成

Ｒ８．１月～３月 ・セミナー開催
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現時点で把握している課題・ご意見

・回収率が低いことから、督促に労力がかかる。

・設問の意図が理解されず、数値の整合が取れない回答もある。

・配付方法や督促などについての県と市町の役割分担

・調査対象事業所のメールアドレスが不明

・調査項目をどのようにするか。

・成果物がどのような形となるか、また、いつまでに提供があ
るか。

・計画策定を委託しているが、委託業者にもセミナーに参加し
てもらうことは可能か。または、録画データを後日視聴して
もらうことは可能か。
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